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３
月
は
、
１
年
間
で
最
も
火
災
が
多
い 

時
期
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

２
月
中
、
秩
父
市
浦
山
地
内
で
山
林
火

災
が
発
生
し
ま
し
た
が
、
秩
父
地
域
の
山

林
に
お
い
て
、
消
防
本
部
が
発
足
し
た
１

９
７
１
年
以
降
、
今
回
が
最
大
規
模
の
山

林
火
災
と
な
っ
た
様
で
す
。 

 

特
に
今
年
は
降
水
量
が
少
な
く
、
乾
燥

と
強
風
の
影
響
に
よ
り
、
ほ
ん
の
わ
ず
か

な
火
種
が
「
あ
っ
」
と
い
う
間
に
燃
え
広

が
り
、
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。 

 

火
の
扱
い
に
は
十
分
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。 

 

   

  ※ 令和８年中（２月1７日現在） 

     【ただし数値は暫定値である】 

 

 小鹿野警察署管内 
  人身事故 ３件  物損事故 １９件 

 三田川駐在所管内 
  人身事故 ０件  物損事故 １件 

埼玉県小鹿野警察署 

 ホームページ 
 

      
 

 

【
申
し
込
み
受
付
期
間
】
令
和
８
年
２
月 

日
（
水
）
～
３
月 

日
（
金
） 

 
 

 

【
第
１
次
試
験
日
】 

 

令
和
８
年
４
月 

日
（
日
） 

           
 

 
 

  

① 

試
験
日
程
を
前
倒
し
！ 

 
 

第
一
次
試
験
を
例
年
よ
り
早
く
実
施
し
て
い
る
た
め
、
他
の
都
道

 

府
県
警
察
と
試
験
日
が
被
ら
な
け
れ
ば
併
願
も
可
能
で
す
。 

② 

基
礎
能
力
検
査
（
Ｓ
Ｐ
Ｉ
）
を
導
入
。[

教
養
試
験
と
の
選
択
制]

 

 
 

試
験
区
分
Ⅰ
類
・
Ⅱ
類
に
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
教
養
試
験
に
よ

 

る
第
１
次
試
験
を
実
施
す
る
教
養
試
験
枠
に
加
え
、
基
礎
能
力
検
定

（
Ｓ
Ｐ
Ｉ
）
に
よ
る
第
１
次
試
験
を
実
施
す
る
Ｓ
Ｐ
Ｉ
枠
を
新
設
。 

③ 

社
会
人
経
験
者
区
分
を
新
設
！ 

 
 

試
験
区
分
に
社
会
人
経
験
者
Ⅰ
類
・
Ⅱ
類
を
新
設
。
民
間
企
業
等

 

に
お
い
て
連
続
し
て
２
年
以
上
同
一
の
勤
務
先
で
職
務
経
験
を
有
し

 

て
い
る
人
が
対
象
。
第
１
次
試
験
種
目
は
「
論
文
試
験
」
の
み
。 

④ 

第
１
次
の
試
験
会
場
拡
大
！[

Ⅰ
類
Ⅱ
類
（
教
育
試
験
枠
）
の
み]

 

 
 

第
１
次
試
験
は
、
東
部
（
草
加
市
）
、
西
武
（
川
越
市
）
、
南
部 

 

（
さ
い
た
ま
市
）
、
北
部
（
深
谷
市
）
の
県
内
４
会
場
で
実
施
。 

   

そ
の
場
で
反
則
金
の
納
付
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。 

 

令
和
８
年
度
第
１
回
埼
玉
県
警
察
採
用
試
験
の
受
付
が
始
ま

っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 

こ
の
ま
ち
の
未
来
を
守
る
と
い
う
選
択
に
誇
り
と
情
熱
を
込
め
て 

18 

27 

26 

    

◆
埼
玉
県
警
か
ら
の
お
知
ら
せ
◆ 

 
 

       
 

 

 
 

 

聴
覚
や
言
語
機
能
に
障
害
が
あ

る
方
等
、
音
声
に
よ
る
一
一
〇
番

通
報
が
困
難
な
方
が
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
利
用
し
て
、
文
字
や
画

像
で
警
察
に
通
報
で
き
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
専
用
の
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
氏
名
、
電
話
番
号
等
を
事

前
登
録
す
る
こ
と
で
利
用
可
能
と

な
り
ま
す
。 

 
ア
イ
ホ
ン
の
人
は
ア
ッ
プ
ス
ト

ア
か
ら
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
人
は

グ
ー
グ
ル
プ
レ
イ
で
「
一
一
〇
番

ア
プ
リ
」
を
検
索
し
て
く
だ
さ
い 

 

一
一
〇
番
ア
プ
リ
シ
ス
テ
ム

の
活
用
に
つ
い
て 

 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を

も
っ
て
メ
ー
ル
一
一
〇
番
の
運

用
を
終
了
し
ま
す
。 

 

『
一
一
〇
番
ア
プ
リ
』
の

活
用
を
お
願
い
し
ま
す
。 

埼
玉
県
警
採
用 



 

 


